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答   申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下「法」

という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請求につい

て、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」という。）

が、請求人に対し、令和２年１０月９日付けの通知書（以下「本件処

分通知書」という。）で行った法６３条の規定に基づく返還金額決定

処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、東京高等裁判所令和２年６月８日判決（令和元年（行コ）

第２２７号。以下「本件東京高判」という。）を引用した上で、以下

の理由により、本件処分のうち、後期高齢者医療等の被保護者であれ

ば負担を要しなかった範囲の保護費の返還を求める部分について

は、著しく衡平を失しており、裁量権の範囲を逸脱した違法がある旨

を主張している。  

１  処分庁は、請求人またはその親族に対して、遺産分割により姉の相

続財産を取得した場合に保護費の返還決定がなされる可能性がある

事実、返還決定の際には支給された医療扶助全額が返還対象となり、

後期高齢者医療及び国民健康保険の被保険者であった場合の医療費

の自己負担割合と比較すると返還額が高額となる事実、これらの点
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から、生活保護を継続すると、後期高齢者医療及び健康保険の被保険

者であった場合には支払う必要のなかった医療費相当額を支払うこ

とになる可能性があるため十分な検討を要する事実に係る説明を行

わず、漠然と生活保護が継続された。  

２  ○○弁護士は請求人の親族の代理人であり、令和元年１０月９日

時点では少なくとも事理弁識能力を喪失している請求人に代わり、

保護継続の必要性を親族と協議できる立場にいた。処分庁は、○○弁

護士から連絡があった際に、上記 (1)と同様の説明を行い、親族が生

活保護の継続を判断できる機会を与えるべきであった。  

３  処分庁は、保護の実施機関として、積極的に親族等に財産照会を行

い、請求人が姉の法定相続人の地位を取得した事実を把握する必要

性があった。  

４  請求人に対して支給された保護費のほとんどは、請求人の医療関

連費用に充てられており、その点を処分庁も認識していた。医療関連

費用は「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」

(平成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号。厚生労働省社会・

援護局保護課長通知。以下「平成２４年課長通知」という。 )の「当

該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられた」費用に

該当するから、例外的に費用返還の対象から除外すべきである。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定

を適用し、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和４年  ２月１５日  諮問  
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令和４年  ３月１５日  審議（第６５回第１部会）  

令和４年  ５月１９日  審議（第６６回第１部会）  

令和４年  ６月３０日  審議（第６７回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

(1) 保護の補足性及び保護の基準についての法の定め  

法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利用し

得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持

のために活用することを要件として行われるとされている。  

また、法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準

により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭

又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う

ものとするとされており、保護費は、上記保護の基準に従って、要

保護者各々について具体的に決定されるものである。  

(2) 費用返還義務についての法の定め  

また、法６３条は、被保護者が急迫の場合等において、資力があ

るにもかかわらず保護を受けたときは、被保護者は、保護に要する

費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、速やかに保護を受

けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関が

定める額を返還しなければならない旨規定している。これは、法４

条１項にいう要保護者に利用し得る資産があるにもかかわらず、

保護の必要が急迫しているため、その資力を現実に活用すること

ができない等の理由で同条３項により保護を受けた保護受給者が

その資力を現実に活用することができる状態になった場合の費用

返還義務を定めたものであると解されている（最高裁判所昭和４

６年６月２９日判決（最高裁判所民事判例集２５巻４号６５０頁）
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参照）。  

そして、法６３条は、本来、資力はあるが、これが直ちに最低生

活のために活用できない事情にある場合にとりあえず保護を行

い、資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった段

階で既に支給した保護金品との調整を図ろうとするものであり、

原則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額を返還

額とすべきであるとされている（生活保護制度の具体的な運用・取

扱いについて問答形式により明らかにする「生活保護問答集につ

いて」（平成２１年３月３１日付厚生労働省・援護局保護課長事務

連絡。以下「問答集」という。問１３－５（答）⑴参照）。  

(3) 平成２４年課長通知  

平成２４年課長通知の１・ (1)によれば、法６３条に基づく費用

返還の取扱いについて、「法６３条に基づく費用返還については、

原則、全額を返還対象とすること。」とされている。  

(4) 相続による財産の取得と法６３条の規定の適用  

民法８８２条及び８９６条の規定によれば、相続は死亡によっ

て開始され、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した

一切の権利義務を承継するものとされている。  

したがって、遺産相続の場合に法６３条の規定に基づく費用返

還の対象となる資力の発生時点は、被相続人の死亡時と解すべき

であり、被保護者が相続することとなった財産の額を限度として、

被相続人死亡時以後支給された保護費について返還請求の対象と

することとなるとされている（問答集問１３－６（答）(2)参照）。 

なお、民法８８７条１項及び９００条４号の規定によれば、被相

続人の子は、相続人となり、子が数人あるときは、各自の相続分は、

相等しいものとされている。  

(5) 要保護者に対する調査  

   法２８条１項は、保護の実施機関は、保護の決定等のため必要が

あると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況等を調査す
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るために、当該要保護者に対して、報告を求め、又は当該職員に、

当該要保護者の居住の場所に立入り、これらの事項を調査させる

ことができるものとしている。  

(6) 扶養義務  

ア  法４条２項は、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律

に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われ

るものと定めている。  

イ  「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４

月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通

知」という。）第５は、「要保護者に扶養義務者がある場合には、

扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を

指導すること。また、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養

義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させること。この民

法上の扶養義務は、法律上の義務ではあるが、これを直ちに法律

に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上

なるべく避けることが望ましいので、努めて当事者間における

話合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として

取り扱うこと。」としている。  

(7) 次官通知、平成２４年課長通知は、いずれも地方自治法２４５

条の９第１項及び３項の規定に基づく法の処理基準である。  

また、問答集は、生活保護制度の具体的な運用・取扱いについて

問答形式により明らかにするものであり、実務の適切な遂行に資

するものとして、本件の適用に関して、その内容も妥当なものであ

ると認められる。  

２  これを本件についてみると、以下のとおりである。  

(1) 法６３条の規定の適用について  

請求人は、姉の相続人として、請求人ほか４名の間での遺産分割

協議の成立により、１２４８万１０１３円の預金を得たことが認

められる。  
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そして、遺産相続の場合に法６３条の規定に基づく費用返還の

対象となる資力の発生時点は、被相続人の死亡時と解すべきであ

る（１・ (4)）。そのため、処分庁は、姉の死亡時以降の期間に請

求人に対して実施した保護については、法６３条が定める「被保護

者が、急迫の場合等において資力があるのにも関わらず、保護を受

けたとき」に該当する事実があるものとして、本件処分により、こ

の間に支給された保護に要した費用の範囲で、請求人が返還すべ

き金額を決定したものと認められる。  

法６３条の規定は、被保護者に対して最低限度の生活を保障す

るという保護の補足性の原則に反して保護費が支給された場合

に、支給した保護費の返還を求め、以て生活保護制度の趣旨を全う

しようとするもの（東京高等裁判所平成２５年４月２２日判決・裁

判所ウェブサイト裁判情報掲載）であるから、処分庁が、上記のよ

うな経緯により、法６３条の規定を適用して本件処分を行ったこ

とには、違法・不当な点はないものということができる。  

(2) 本件処分による返還金額について  

請求人について、姉死亡の日に発生した法６３条の規定にいう

資力の額は１２４８万１０１３円であることが認められる。なお、

資力を得るために生じた経費があれば、その額については、必要経

費として資力の額から控除すべきであるが、本件において、請求人

が上記資力の額を得るに当たって経費を支弁した事実を認めるに

足りる資料は見当たらない。  

一方、当該資力の発生以後に、請求人に対する保護の実施を行う

に当たって○○区において支弁した月ごとの費用は、別紙返還金

額算定表の「支給済み保護費」に記載された金額のとおりであり、

返還対象期間である平成３１年４月２６日から令和２年８月４日

までの合計額は８７０万９０９７円であることが認められ、請求

人は同期間における支給済み保護費の額を上回る額の資力を有し

ていたことが明らかである。  
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そうとすると、請求人が「資力があるにもかかわらず」受けた保

護に要した費用は、上記支給済み保護費の全額である８７０万９

０９７円であるということができるのであって、処分庁が、これを

請求人において〇〇区に対して返還義務を負うべき金額と決定し

た本件処分は、前記１の法令等に則ってなされたものであり、かつ

違算もないから、違法又は不当とすべき点を認めることはできな

い。  

(3) 自立更生免除について  

法６３条の規定に基づく費用返還の取扱いについて、平成２４

年課長通知は、１・ (3)のとおり、「法６３条に基づく費用返還に

ついては、原則、全額を返還対象とすること」としているが、同時

に「ただし、全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の

自立が著しく阻害されると認められる場合は、次に定める範囲の

額を返還額から控除して差し支えない」として、①から⑥までの控

除を認めることができる場合について例示している（例えば、④

「当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられたも

のであって、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程

度として実施機関が認めた額」）。  

しかしながら、前記 (2)の資力を得たことに伴って、請求人にお

いて当該例示された自立更生等の費用に充てられたとして、控除

を認めるべき事由に該当するような事情があったことは窺えない

上、処分庁は、請求人の成年後見人として請求人の金銭管理を行っ

ていた〇〇弁護士に対して、返還対象額から世帯の自立助長に必

要と認められる額を減算することができるので必要があれば連絡

するよう求める文書を送付し、これに対する特段の申し出はなか

ったことから全額を返還対象額と決定しており、本件処分には、こ

の点についての違法・不当はないものである。  

３  請求人の主張について  

これに対して請求人は、前記第３のとおり、本件処分の違法性、不
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当性を主張する。  

 (1) 請求人の主張１及び２について  

   請求人は、処分庁が、請求人やその親族又は親族の代理人弁護士

に対して、請求人主張の各事実に関する説明を行わず、漫然と生活

保護が継続された、と主張する。  

   しかしながら、処分庁はこれらの事実を請求人やその親族又は

親族の代理人弁護士に説明する義務を負うものではない。  

  また、請求人は、姉からの相続財産が請求人の預金口座に入金さ

れる令和２年８月５日以前には、直ちに生活のために活用できる

収入等を現に有していたとは認められないから、生活保護を廃止

した上で、他法他施策等を活用し、後期高齢者医療及び国民健康保

険の負担割合の限度での医療費並びに生活費を自ら賄うことが可

能であったとは認められない。そして、請求人について、法に基づ

く保護を継続するか、保護を廃止した上で後期高齢者医療及び国

民健康保険の適用を受けるかのいずれかを選択することが可能で

あったとはいえない以上、姉が亡くなった平成３１年４月以降も

処分庁が請求人の保護を継続したことが保護の実施機関としての

裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用し、漫然と生活保護費の支給を継

続したものということもできない。  

加えて、処分庁は、○○弁護士から姉の遺産分割協議が成立し、

相続財産が請求人の預金口座に振り込まれた旨の連絡を受け、実

際に請求人の預金口座に入金されていることを確認した後に速や

かに保護の廃止手続を行っており、これは、法６３条に基づく費用

返還においては後期高齢者医療及び国民健康保険の限度額を超え

た額が返還対象額となるため、返還額が更に拡大しないよう配慮

した対応であったと認められること、本件処分による支給済み保

護費の返還後もなお相当な金額が請求人の手元には残ること、請

求人には成年後見人が選任され、請求人の金銭管理は法律の専門

家である○○弁護士に委ねられていたこと、処分庁では、予め○○
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弁護士に相続財産が費用返還の対象となる旨を説明しており、遺

産分割協議が成立し、請求人自らが医療費や生活費を支払うこと

ができるようになった場合には、○○弁護士からその旨が報告さ

れるものと考えるのが通常であり、この点においても、処分庁が漫

然と生活保護の支給を継続したものということもできない。  

 (2) 請求人の主張３について  

  請求人は、処分庁が、積極的に親族等に財産照会を行い、請求人

が姉の法定相続人の地位を取得した事実を把握する必要があった、

と主張する。  

しかしながら、処分庁が法２８条により調査権限があるのは、

要保護者に対してのみであるから、親族らに対する調査権限を有

するものではない（１・ (5)）。  

また、処分庁は、親族らに対して扶養照会を行うが、これは、

扶養義務履行のための照会であり、請求人が主張するような、要

保護者に関する積極的な財産調査の義務が処分庁にないことは明

らかである（１・ (6)）。  

仮に、本件において処分庁がかかる積極的財産調査を行い、請求

人が相続人となったことが判明したとしても、請求人に相続財産を

取得することを強制することはできないのであるから、請求人に資

力が発生したか否かの正確な実態は把握できないことには変わり

なく、この点においても調査義務がないことは明らかである。  

(3) 請求人の主張４について  

  請求人は、医療関連費用は「自立更生のためのやむを得ない用途

に充てられた費用」に該当するから、例外的に費用返還の対象から

除外すべきである、と主張する。  

  確かに、請求人に対する支給済み保護費の大半は医療扶助であ

ったが、請求人が相続した財産をもって医療費の支払に充てられ

たという関係にはないから、これを請求人の自立更生の費用に充

てられたものということはできない。  
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以上によれば、本件処分が保護の実施機関に与えられた裁量権の

範囲を逸脱し、又は濫用するものとまでは認められない。  

４  その他の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法・不当とすべき点を認めることはできな

い。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

別紙（略）  


